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済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
税
法
上
の
扶
養
に
な

っ
て
い
る
方

　
（
４
）　
年
中
か
ら
継
続
し
て
生

２６

活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

申
告
に
必
要
な
も
の

　
申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

が
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
地
震
保
険
料
・
医

療
費
・
寄
附
金
な
ど
の
各
控
除
を

受
け
る
場
合
は
、
前
年
中
に
支
払

っ
た
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
▼
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
料・介
護
保
険
料・

国
民
年
金
で
前
年
中
に
支
払
っ
た

領
収
書
な
ど
▼
認
め
印

お

願

い

　
市
役
所
で
お
受
け
で
き
る
確
定

申
告
書
作
成
の
相
談
は
、
給
与
や

年
金
の
み
の
収
入
の
方
な
ど
が
対

象
で
す
。
営
業
収
入
や
不
動
産
収

入
、
土
地
な
ど
の
譲
渡
に
よ
る
収

入
が
あ
っ
た
方
は
提
出
の
み
受
け

付
け
ま
す
。

　
な
お
、
ご
相
談
の
際
は
、
確
定

申
告
書
の
住
所
・
氏
名
な
ど
分
か

る
と
こ
ろ
は
記
載
し
、
医
療
費
控

除
を
申
告
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
医
療
費
の
合
計
額
の
計
算
を

し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所
得

税
の
還
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

還
付
の
申
告
を
す
る
方
は
、
東
村

山
税
務
署
で
所
得
税
の
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】夜
間
納
税
相
談
窓
口
＝

２
月　
日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

２６

▼
休
日
納
税
相
談
窓
口
＝
２
月　
２８

日
（
土
）、
３
月
１
日
（
日
）
の
い

ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
そ
の
他
】介
護
保
険
料
、保
育

園
保
育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納

付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

領
収
し
ま
す

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る

と
次
の
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
事
情
が
あ
っ
て
納
付
が
困
難
な

と
き
は
、
必
ず
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
ま
た
は
納
税
課
（
同

２
階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
特
別
措
置
の
内
容
】次
の
通
り

　
①
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険

者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、
短

期
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

（
短
期
被
保
険
者
証
と
は
、
有
効

期
間
が
短
い
被
保
険
者
証
の
こ
と

で
す
）

　
②
前
記
①
を

も
っ
て
も
改
善

さ
れ
な
い
と
き

は
、
資
格
証
明

書
の
交
付
や
保

険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
差
し

止
め
、
さ
ら
に
は
保
険
給
付
の
額

が
滞
納
保
険
税
に
充
て
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付

け
が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
、
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
２
月　
日
（
月
）
～
３
月　
日
（
月
）
で
す
。

１６

１６

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
各
会
場
と
も
車
で
の
来
場
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

年
８
月
分
の
診
療
費

２６
　
◎
一
般
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　
２
万
５
４
６
７
件
▼
診
療
費　

５
億
７
７
８
２
万
８
０
９
３
円

（
前
年
度
比　
　
・
８
％
）
▼
１

９６

件
当
た
り
の
金
額　
２
万
２
６
８

９
円
　
◎
退
職
被
保
険
者
＝
診
療
件
数

　
１
２
５
３
件
▼
診
療
費　
３
３

１
４
万
７
０
２
０
円
（
前
年
度
比

　
１
２
８
・
４
％
）
▼
１
件
当
た

り
の
金
額　
２
万
６
４
５
４
円

　
※
出
典
は
「
国
民
健
康
保
険
毎

月
事
業
状
況
報
告
（　
月
報
）」。

１１

今
日
か
ら
で
き
る 

マ
イ
プ
ラ
ン
④

　
医
学
博
士
の
古
井
祐
司
氏
に
紹

介
し
て
い
た
だ
く
「
簡
単
に
始
め

て
続
け
ら
れ
る
健
康
づ
く
り
の
ポ

イ
ン
ト
」
の
シ
リ
ー
ズ
最
終
回
の

今
回
は
、供
健
診
の
活
用
術
僑に
つ

い
て
で
す
。

　
「
健
康
診
断
」と
聞
く
と
あ
な
た

は
何
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
か
。「
面

倒
だ
」「
時
間
が
な
い
か
ら
行
か
な

い
」「
悪
い
結
果
が
出
た
ら
怖
い
」

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
印
象
を
お
持
ち

か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
県
の
調
査

で
は
、
健
診
受
診
率
が
低
い
市
で

は
心
筋
梗
塞
や
脳
梗
塞
と
い
っ
た

重
大
な
病
気
に
か
か
る
人
が
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
健

診
を
受
け
な
い
こ
と
で
病
気
の
進

行
に
気
付
か
な
か
っ
た
構
造
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
健
診
が
病

気
を
治
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
人
は
加
齢
と
共
に
し
わ
が
増
え

る
よ
う
に
、
血
管
や
遺
伝
子
に
も

傷
が
つ
き
、
病
気
に
な
り
や
す
く

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
毎
年
の
健

診
結
果
の
推
移
を
眺
め
た
り
、
同

じ
年
代
の
中
で
比
較
を
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
状
況
が
客
観
的
に
見

え
て
き
ま
す
。
も
し
、
病
気
に
な

　
２
月　
日
（
日
）
と
３
月
１
日

２２

（
日
）
に
限
り
、
午
前
９
時
～
午

後
５
時
に
、
東
村
山
税
務
署
で
確

定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

申
告
書
の
受
け
付
け
な
ど
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
２
日
間
は
電

話
で
の
相
談
、
国
税
の
領
収
、
納

税
証
明
書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
書
は 

税
務
署
に
直
接
郵
送
で 

提
出
で
き
ま
す

　
申
告
書
の
「
控
え
」
が
必
要
な

方
は
、
控
え
に
住
所
、
氏
名
な
ど

を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
の
上
、

切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
定
申
告
書
な
ど
が

作
成
で
き
ま
す

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

る
リ
ス
ク
が
増
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
れ
ば
、
血
管
が
そ
れ
以
上
老

化
し
な
い
よ
う
に
、
生
活
習
慣
を

見
直
す
こ
と
が
可
能
で
す
。
毎
年

の
健
診
で
自
ら
の
体
が
発
す
る
信

号
に
気
付
い
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

健
康
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る　
歳
以
上
の
方
を
対

４０

象
に
、
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し

て
い
る
ほ
か
健
康
相
談
な
ど
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
※
特
定
健
康
診
査
は
別
途
個
別

に
通
知
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
、
健
康
課
☎
４
７

７
・
０
０
２
２
へ
。

国
民
健
康
保
険

　
３
月
２
日
（
月
）
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

４
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

８
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
８
期
の
納
期
限
で
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
で
お

納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

市
税
な
ど
の
納
付
に　

ご
協
力
く
だ
さ
い

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す

申
告
書
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９－

８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　
２０

２２

☎
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前８時半～１１時
午後１時～５時

２月１６日（月）
～３月１６日（月）

市役所
２階２０４・２０５会議室

午後５時～８時２月２０日（金）
２月２７日（金）

【夜間申告相談窓口】
市役所２階　２０４・２０５会議室

午前９時～１１時
午後１時～４時３月１日（日）【休日申告相談窓口】

市役所２階　２０４・２０５会議室
※夜間・休日相談窓口では、電話相談、証明書などの発行は行いません。

所
得
税
、
市
民
税
・
都
民
税
な
ど

◎
所
得
税
の
確
定
申
告

　

年
８
月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

２６

国
民
健
康
保
険

滞
納
世
帯
な
ど
へ
の
特
別
措
置

ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
発
見

　
年
明
け
と
と
も
に
「
開
運
！

東
久
留
米
七
福
神
め
ぐ
り
」
や

「
少
年
少
女
駅
伝
大
会
」、「
成

人
の
日
の
つ
ど
い
」
な
ど
、
新

春
を
飾
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
多 市長

く
の
団
体
が
新
年
の
集
ま
り
を

持
た
れ
、
私
も
出
席
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
行
事
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
主
体
と
な
っ
て
い
る

も
の
や
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

多
大
な
協
力
を
得
て
実
施
し
て

い
る
も
の
ば
か
り
で
す
。

　
今
年
の
七
福
神
め
ぐ
り
に
は
、

市
内
外
か
ら
約
３
１
０
０
人
の

参
加
者
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

実
行
委
員
会
方
式
で
、
企
画
か

ら
運
営
ま
で
市
民
の
皆
さ
ん
の

力
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

コ
ー
ス
の
案
内
や
催
し
な
ど
を

見
る
に
、
ま
さ
に
市
民
の
力
が

一
つ
に
結
集
し
た
イ
ベ
ン
ト
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
夢
と
希
望
の
持
て
る
元
気
な

ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
が
、
こ

れ
ら
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

　
各
団
体
の
集
ま
り
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
く
中
で
も
、「
そ
れ

ぞ
れ
が
つ
な
が
り
連
携
し
て
い

く
こ
と
で
大
き
な
力
に
な
る
」

と
実
感
し
ま
し
た
。
東
久
留
米

に
は
底
力
が
あ
る
の
で
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
積
極
的
に

イ
ベ
ン
ト
に
加
わ
り
つ
な
が
っ

て
い
く
。
同
じ
思
い
で
ま
ち
を

盛
り
上
げ
る
。そ
の
よ
う
な「
東

久
留
米
市
民
の
日（
仮
称
）」を

作
り
上
げ
、
市
民
同
士
が
連
帯

感
を
持
ち
郷
土
を
思
う
中
か
ら
、

地
域
を
活
性
化
し
て
い
く
環
境

づ
く
り
を
、
オ
ー
ル
東
久
留
米

で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と

考
え
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
も
、
安
定
し
た

市
政
運
営
を
続
け
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
安
定
か
ら

次
な
る
ス
テ
ー
ジ
を
目
指
し
て

い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
い
ま
予
算
編
成
の
真
っ

た
だ
中
で
す
。　

年
度
予
算
に

２７

夢
と
希
望
を
か
け
て
、
東
久
留

米
を
皆
さ
ん
と
前
進
さ
せ
て
ま

い
り
ま
す
。

七福神めぐり、たくさんの人でにぎわう多聞寺

ー
」で
申
告
書
を
作
成
し
、印
刷
し

て
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
同

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.

            

nta.go.j

        p  
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
２
月　
日
（
金
）・　

日
（
金
）

２０

２７

午
後
５
時　
分
～
８
時
に
夜
間
申

１５

告
相
談
窓
口
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

３
月
１
日
（
日
）
に
、
休
日
申
告

相
談
窓
口
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
夜
間
・
休
日
申
告
相
談
窓

口
で
は
、
電
話
相
談
お
よ
び
証
明

書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、市

２７

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
も
、次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　
②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

　
③　
年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２６

２７

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

　
④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
市
民
税
・
都
民

税
で
は
少
額
で
も
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、市

２７

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
（
空
き
家
、

別
荘
、
単
身
赴
任
者
が
所
有
す
る

住
宅
な
ど
）
を
有
す
る
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か

っ
た
方
も
申
告
を

　
前
年
（　
年
）
中
に
、
病
気
・

２６

失
業
・
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

の
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に

そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
同
居
者
の
税
法
上
の
扶

養
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

　
※
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書

を
提
出
す
る
と
、
国
民
健
康
保
険

税
の
算
定
や
非
課
税
証
明
書
発
行

な
ど
の
資
料
と
な
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）「
申
告
が
必
要
な
方
」
の

（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
す
る
方

で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

申
告
と
相
談
は
市
役
所
課
税
課
市
民
税
係（
市
役
所
２
階
）へ

☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

◎
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告


